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児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、

６
月
１
日
に
現
況
届
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
６
月
30
日
㈫
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
こ
れ
は
６
月
１
日
現
在
の
養
育
状
況

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
提

出
さ
れ
な
い
場
合
、
６
月
以
降
の
手
当

の
支
給
が
遅
れ
た
り
、
支
給
が
で
き
な

く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※

公
務
員
の
方
（
出
向
な
ど
を
除
く
）

は
職
場
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

と
し
て
窓
口
で
の
混
雑
を
緩
和
す
る

た
め
、
郵
便
に
よ
る
手
続
き
を
推
奨

し
ま
す
。
同
封
の
返
信
用
封
筒
（
切

手
不
要
）
に
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
３
歳
未
満
ま
で
　
１
万
５
千
円

▼
３
歳
以
上
〜
小
学
校
修
了
前
　
１
万
円

（
小
学
校
修
了
前
の
第
３
子
以
降
は
１

万
５
千
円
）

▼
中
学
生
　
１
万
円

※

所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
場
合
に
は
、

１
人
あ
た
り
月
額
５
千
円
が
支
給
さ

れ
ま
す
（
特
例
給
付
）。

　
令
和
２
年
４
月
分
（
４
月
よ
り
高
校
１
年

生
と
な
る
場
合
等
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い

た
方
は
３
月
分
）
の
児
童
手
当
の
受
給
者
へ

支
給
し
ま
す
。（
特
例
給
付
の
方
は
対
象
外

で
す
。）

■
支
給
額

　
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

■
支
給
時
期

　
令
和
２
年
７
月
頃
（
予
定
）

※

公
務
員
以
外
の
方
は
、申
請
は
不
要
で
す
。

※

支
給
に
先
立
ち
ま
し
て
、
支
給
対
象
者
に

ご
案
内
等
を
６
月
頃
（
予
定
）
に
送
り
ま

す
。

※

現
に
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
お
よ
び

児
童
が
引
き
続
き
１
年
以
上
市
内
に
在

住
し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
。
な
お
、

南
国
市
交
通
遺
児
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
ま
た
は
男
性

で
、
18
歳
に
達
す
る
年
度
末
ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
、
ま
た
両
親
を
失
っ

た
18
歳
に
達
す
る
年
度
末
ま
で
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
更
新
の
手

続
き

　
現
在
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
を
受
給

中
の
方
は
更
新
の
手
続
き
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
６

月
30
日
㈫
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
助
成
内
容

▼
保
険
適
用
に
な
る
自
己
負
担
額
の
助

成
■
助
成
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
（
前
年
所
得
を
基
に
判
断
）

▼
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
ま
た
は
父
と

児
童

▼
準
母
子
・
準
父
子
世
帯

▼
父
母
の
い
な
い
児
童

※

児
童
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
年
度
末

ま
で
の
間
に
あ
る
方
。

■
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　
養
育
者
お
よ
び
該
当
す
る
児
童
の
健

康
保
険
証
、
印
鑑

※

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
審
査
の
う
え
、
該
当
の

方
に
は
後
日
受
給
者
証
を
発
送
し
ま

す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

の
申
請（
更
新
）に
つ
い
て

子
育
て
支
援
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
課

☎
８
８
０
・
６
５
６
２

※

▼
児
童
１
人
の
場
合

 
・
全
部
支
給
　
４
万
３
千
160
円

 

・
一
部
支
給
　
４
万
３
千
150
円
〜
１
万
180
円

▼
児
童
２
人
目
は
１
万
190
円
〜
５
千
100
円
、

３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
６
千
110
円
〜
３

千
60
円
の
加
算
有
り

養
育

■問い合わせ／市民課市民係　☎８８０－６５７４

今年度から順次医療機関や薬局が必要な機器を導入していくことになってい
ます。導入している医療機関で利用することができます（令和3年3月時点では
6割を想定）。

マイナンバー（社会保障・税番号）のご紹介マイナンバー（社会保障・税番号）のご紹介
～もっと便利に暮らしやすく～

第9回

◆どこの医療機関でも使えるの？

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーが必要になることはありません。仮に見られても他
人がマイナンバーを使って手続きなどをすることはできません。

◆医療機関の窓口でマイナンバーが知られるのでは？

　マイナンバーカード交付のお知らせが届いている方で、平日窓口に行けないなどの理由
でお受け取りになっていない方は、ぜひご利用ください。
■とき／6月13日（土）・28日（日）　８：３０～１２：００
■ところ／南国市役所1階　市民課　※事前予約をお願いします。
■予約電話番号／０８８－８６３－２９２０

健康保険証として使えるようになっても受診歴や薬剤情報などがマイナンバーカードの中
に記録されることはありません。

◆マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫？

マイナンバーカードの休日交付のお知らせ　

マイナンバーカードをお持ちの皆さん、マイナポイントの予約はお済みですか？

　令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
　使い方はとても簡単。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにか
ざすだけ。マイナンバーカードに入っている電子証明書であなたの医療保険の資格を確認し
ます。

※次回は健康保険証として利用するために必要な手続きについてご案内します。


